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【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】テープタイプ使い捨ておむつ
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープタイプ使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なテープタイプ使い捨ておむつは、前後方向中央から前側に延在する腹側部分と
、後側に延在する背側部分と、背側部分の両側部から突出するファスニングテープと、腹
側部分の外面に設けられたテープ状のターゲット部とを有し、身体への装着に際して、フ
ァスニングテープを左右両側から腹側に回してターゲット部外面に着脱自在に連結する構
造を有している。
【０００３】
　このようなテープタイプ使い捨ておむつは、乳幼児向けとして用いられる他、介護用途
（成人用途）で広く使用されており、ターゲット部外面におけるファスニングテープの連
結位置を適宜調整することにより、ウエスト周りの寸法を調整できるという利点を有して
いる。
【０００４】
　ファスニングテープの連結部は、粘着剤層で形成したものよりも、メカニカルファスナ
ー（面ファスナー）のフック材（雄材）で形成したものの方が広く用いられるようになっ
ている。後者におけるターゲット部としては、一般的には、繊維糸をループを形成しなが
ら線状に、基材となるプラスチックフィルム上に接合したものであり、ファスニングテー
プのフック材の突起がターゲット部のループに絡まることにより連結されるものである。
【０００５】
　一方、近年の使い捨ておむつにおける外面は、布のような触感と外観を得るために、不
織布（以下、外装不織布という）で形成することが一般的である。このため、外装不織布
で覆われた製品外面の一部が、プラスチックフィルムからなるターゲット部で形成されて
いると、製品の外面の手触り感が異なるので、製品全体に対してターゲット部の存在が消
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費者に違和感を与えてしまう。
【０００６】
　これに対して、外面が不織布からなり、その不織布の繊維にファスニングテープのフッ
ク材の突起を絡めて連結するターゲット部も提案されている（例えば特許文献１，２参照
）。
【０００７】
　しかしながら、ターゲット部の不織布は、フック材との連結を考慮すると目付けが低い
必要があり、このような不織布は、柔軟性や通気性に富む反面、強度が不足したり、空気
吸引による保持性（一般に、ターゲット部を空気吸引により保持して切断した後、外装不
織布に貼り付ける工程が採用されている）が低下したりする、という問題がある。
　これを解決するために、特許文献１記載のもののように、プラスチックフィルムを挟ん
だり、特許文献２記載のもののように、不織布にフィルム化部分を設けたりすることもで
きるが、この場合、フィルムの外観又は触感が出てしまうとともに、通気性が低下し過ぎ
、ファスニングテープに不織布を用いることの利点がなくなってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２０００－５０６４２７号公報
【特許文献２】特開２００５－２１１１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで本発明の主たる課題は、フィルムの外観及び触感がなく外装不織布とよく親和す
るとともに、空気吸引による保持性も十分なターゲット部を有するテープタイプ使い捨て
おむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決したテープタイプ使い捨ておむつの各種態様は次のとおりである。
【００１１】
　＜第１の態様＞
　前後方向中央より前側に延在する腹側部分と、
　前後方向中央より後側に延在する背側部分と、
　前記背側部分の両側部に設けられた、前記腹側部分に対して着脱可能に連結されるフッ
ク材と、
　前記腹側部分の外面に設けられた、前記フック材を連結するためのターゲット部と、
　前記ターゲット部が外面に固定され、前記ターゲット部の周囲にわたる外装不織布と、
　を備えた、テープタイプ使い捨ておむつにおいて、
　前記ターゲット部は、一枚又は複数枚の不織布を下地として少なくとも外面にループパ
イル繊維糸を織り出した複合体であり、このターゲット部のＪＩＳ　Ｌ１９１３：２０１
０「ガーレ形法」による通気性が０．２０～０．７０ｓｅｃである、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつ。
【００１２】
　（作用効果）
　本態様では、ターゲット部として、不織布を下地とし少なくとも外面にループパイル繊
維糸を織り出した複合体を使用する。このターゲット部は腹側部分の外側を形成する外装
不織布に固定されているものである。その結果、フィルムを使用したターゲット部に比べ
、腹側部分の柔軟性及び通気性に富むものでありながら、ループパイル繊維糸がフック材
の連結機能を担うため単なる不織布の繊維にフック材を絡めるのと異なり強固な連結が可
能となる。また、フィルムを使用したターゲット部に比べ、テープを剥がす際の音を軽減
することもできる。
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【００１３】
　そして、腹側部分の外側を形成する外装不織布と、不織布を下地として少なくとも外面
にループパイル繊維糸を織り出した複合体とは、全体として不織布様である点で共通する
から、製品の購入者及び使用者にとって親和感を与え、製品全体に高級感を与えるものと
なる。
【００１４】
　しかも、例えば不織布の繊維にフック材を絡みやすくするには、不織布の目付けを低下
する必要があり、その場合、ターゲット部表面の強度が低下したり、通気性が高くなり過
ぎ、空気吸引による保持性が不十分となりやすいが、本態様のターゲット部は、フック材
の連結機能をループパイル繊維糸が担い、空気吸引による保持性を下地の不織布が担うた
め、相反する特性を両立できる。なお、通気性が０．２ｓｅｃ未満になると、フィルムを
使用したターゲット部と同じ条件では空気吸引による保持性が不十分となる。また、通気
性が０．７ｓｅｃを超えると、フィルムを使用したターゲット部と比べて、通気性の向上
が乏しいものとなる。
【００１５】
　また、本態様のターゲット部は、パイル編みしたシートのみで形成したものではなく、
不織布を下地とし少なくとも外面にループパイル繊維糸を織り出した複合体であるから、
不織布によるシート状下地が、裏面側に編み出されたパイル繊維の抜け止め用アンカーと
なるので、ファスニングテープのフック材を連結させたときにおいて抜け止めが図られ、
高い連結力を示すものとなる。パイル繊維の抜け止めは、ファスニングテープの止着位置
を変えるときにも重要である。
【００１６】
　＜第２の態様＞
　前記下地は、目付けが３～２０ｇ／ｍ2の一層又は複数層のメルトブローン層を、スパ
ンボンド不織布層で挟んだ不織布である、第１の態様のテープタイプ使い捨ておむつ。
【００１７】
　（作用効果）
　ターゲット部の下地としては、種々の不織布を用いることができるが、本態様のように
ＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等のメルトブローン層を含む不織布を用いることで、ター
ゲット部を一枚の下地とループパイル繊維糸だけで形成できるため、ターゲット部の一体
性が高いものとなるとともに、製造時に複数層の不織布を貼り合わせる必要がないため、
製造容易性が高いものとなる。
【００１８】
　＜第３の態様＞
　前記ターゲット部は、複数枚の不織布を重ねて前記ループパイル繊維糸により縫い付け
たものである、第１の態様のテープタイプ使い捨ておむつ。
【００１９】
　（作用効果）
　複数枚の不織布を重ねてターゲット部の下地とする場合、不織布同士を接合する必要が
ある。この場合、不織布同士をホットメルト接着剤などの接着剤で貼り合わせる、又は超
音波シール等により溶着することも考えられるが、これらの接合方法は柔軟性及び通気性
が低下する。これに対して、本態様のように複数枚の不織布をループパイル繊維糸により
縫い付けると、接着剤や溶着を用いなくてもよく、また、補助的に用いるとしてもその使
用を低減することができるため、柔軟性及び通気性の低下を抑制することができる。
【００２０】
　＜第４の態様＞
　前記下地は、製造時のエンボスの面積率が５０～８０％のスパンボンド不織布である、
第１の態様のテープタイプ使い捨ておむつ。
【００２１】
　（作用効果）
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　本態様のように、ターゲット部の下地として製造時のエンボス（熱圧着部）の面積率が
５０～８０％のスパンボンド不織布を用いると、不織布使用量を少なくすることができた
るため、製造コストを低減できる。
【００２２】
　＜第５の態様＞
　前後方向中央より前側に延在する腹側部分と、
　前後方向中央より後側に延在する背側部分と、
　前記背側部分の両側部に設けられた、前記腹側部分に対して着脱可能に連結されるフッ
ク材と、
　前記腹側部分の外面に設けられた、前記フック材を連結するためのターゲット部と、
　前記ターゲット部が外面に固定され、前記ターゲット部の周囲にわたる外装不織布と、
　を備えた、テープタイプ使い捨ておむつにおいて、
　前記ターゲット部は、一枚又は複数枚の不織布及びその裏側に積層されたクレープ紙を
下地として、又は複数枚の不織布及びその不織布の間に積層されたクレープ紙を下地とし
て、少なくとも外面にループパイル繊維糸を織り出した複合体であり、このターゲット部
のＪＩＳ　Ｌ１９１３：２０１０「ガーレ形法」による通気性が０．２０～０．７０ｓｅ
ｃである、
　ことを特徴とするテープタイプ使い捨ておむつ。
【００２３】
　（作用効果）
　本態様も、第１の態様と同様の作用効果を奏する。すなわち、本態様では、ターゲット
部として、一枚又は複数枚の不織布及びその裏側に積層されたクレープ紙を下地として、
又は複数枚の不織布及びその不織布の間に積層されたクレープ紙を下地として、少なくと
も外面にループパイル繊維糸を織り出した複合体を使用する。このターゲット部は腹側部
分の外側を形成する外装不織布に固定されているものである。その結果、フィルムを使用
したターゲット部に比べ、腹側部分の柔軟性及び通気性に富むものでありながら、ループ
パイル繊維糸がフック材の連結機能を担うため単なる不織布の繊維にフック材を絡めるの
と異なり強固な連結が可能となる。また、フィルムを使用したターゲット部に比べ、テー
プを剥がす際の音を軽減することもできる。
【００２４】
　そして、腹側部分の外側を形成する外装不織布と、不織布及びその裏側に積層されたク
レープ紙を下地として、又は複数枚の不織布及びその不織布の間に積層されたクレープ紙
を下地として、少なくとも外面にループパイル繊維糸を織り出した複合体とは、全体とし
て不織布様である点で共通するから、製品の購入者及び使用者にとって親和感を与え、製
品全体に高級感を与えるものとなる。
【００２５】
　しかも、例えば不織布の繊維にフック材を絡みやすくするには、不織布の目付けを低下
する必要があるが、その場合、ターゲット部表面の強度が低下したり、通気性が高くなり
過ぎ、空気吸引による保持性が不十分となりやすいが、本態様のターゲット部は、フック
材の連結機能をループパイル繊維糸が担い、空気吸引による保持性を下地の不織布及びク
レープ紙が担うため、相反する特性を両立できる。なお、通気性が０．２ｓｅｃ未満にな
ると、フィルムを使用したターゲット部と同じ条件では空気吸引による保持性が不十分と
なる。また、通気性が０．７ｓｅｃを超えると、フィルムを使用したターゲット部と比べ
て、通気性の向上が乏しいものとなる。
【００２６】
　また、本態様のターゲット部は、パイル編みしたシートのみで形成したものではなく、
不織布及びその裏側に積層されたクレープ紙を下地として、又は複数枚の不織布及びその
不織布の間に積層されたクレープ紙を下地として、少なくとも外面にループパイル繊維糸
を織り出した複合体であるから、不織布及びその裏側に積層されたクレープ紙によるシー
ト状下地が、裏面側に編み出されたパイル繊維の抜け止め用アンカーとなるので、ファス
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ニングテープのフック材を連結させたときにおいて抜け止めが図られ、高い連結力を示す
ものとなる。パイル繊維の抜け止めは、ファスニングテープの止着位置を変えるときにも
重要である。
【００２７】
　さらに、クレープ紙は、印刷適性に優れるため、これにフック材の連結位置を示す目盛
表示等のデザインを印刷することで、外面からデザインを鮮明に視認することができる。
【００２８】
　＜第６の態様＞
　前記クレープ紙における前記ループパイル繊維糸の通過孔は、面積が０．０２～０．４
５ｍｍ2、かつ面積率が０．１～１５％である、第５の態様のテープタイプ使い捨ておむ
つ。
【００２９】
　（作用効果）
　ターゲット部の下地にクレープ紙を含むと、ループパイル繊維糸を通す際にクレープ紙
に針穴が形成されるため、針穴が大きすぎたり多過ぎたりすると、クレープ紙による通気
性の低下効果が不十分となるおそれがある。よって、本態様のように構成されていること
が望ましい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、フィルムの外観及び触感がなく外装不織布とよく親和するとともに、
空気吸引による保持性も十分なターゲット部を有するテープタイプ使い捨ておむつとなる
、等の利点がもたらされる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】テープタイプ使い捨ておむつの展開状態の内面側を示す平面図である。
【図２】テープタイプ使い捨ておむつの展開状態の外面側を示す平面図である。
【図３】図１のiii-iii断面図である。
【図４】図１のiv-iv断面図である。
【図５】図１のii-ii断面図である。
【図６】テープタイプ使い捨ておむつの装着状態を概略的に示す斜視図である。
【図７】テープタイプ使い捨ておむつの装着状態を概略的に示す斜視図である。
【図８】複合体の外面側の説明用概念図である。
【図９】複合体の外面側の説明用概念図である。
【図１０】複合体例の外面側の写真である。
【図１１】複合体例の裏面側の写真である。
【図１２】ホットメルト接着剤による複合体接合例の説明図であり、（ａ）は概念的斜視
図、（ｂ）はそのＸ方向からの視図、（ｃ）はＹ方向からの視図である。
【図１３】熱融着部を有する複合体例の断面図である。
【図１４】複数枚の不織布を有する複合体例の断面図である。
【図１５】クレープ紙を有する複合体例の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、テープタイプ使い捨ておむつの各種形態について、添付図面を参照しつつ詳説す
る。なお、ホットメルト接着剤等の接合手段及びそれによる接合箇所のうち説明上必要と
認めた箇所については、図中に網点模様を付して表現している。
【００３３】
　図１～図６は、テープタイプ使い捨ておむつの一例を示している。このテープタイプ使
い捨ておむつは、液不透過性シート１の内面と、液透過性のトップシート２との間に、吸
収体３が介在された基本構造を有している。
【００３４】
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　（吸収体）
　吸収体３としては、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの集
合体、あるいは不織布を基本とし、必要に応じて高吸収性ポリマーを混合、固着等してな
るものを用いることができる。図示形態の吸収体３は一層構造とされているが、下層吸収
体とその上に積層された上層吸収体とからなる二層構造であっても良い。また、必要に応
じて、吸収体３はクレープ紙（図示せず）により包むことができる。また、吸収体３の形
状は適宜定めることができるが、図示のような砂時計形状の他、長方形等のように、股間
部の前側から後側まで延在する形状が好適である。吸収体３におけるパルプ目付けは１０
０～５００ｇ／ｍ2程度、厚みは１～１５ｍｍ程度であるのが望ましい。また、高吸水性
樹脂の目付けは０～３００ｇ／ｍ2程度であるのが望ましい。高吸水性樹脂含有率が少な
過ぎると、十分な吸収能を与えることができず、多過ぎるとパルプ繊維間の絡み合いが無
くなり、ヨレや割れ等が発生し易くなる。
【００３５】
　（液不透過性シート）
　液不透過性シート１は、吸収体３の周囲より外側に延在しており、吸収体３に吸収され
た排泄物の裏面側への移動を遮断するものである。液不透過性シート１としては、ポリエ
チレンフィルム等のプラスチックフィルムの他、ムレ防止の点から遮水性を損なわずに透
湿性を備えたシートも用いることができる。この遮水・透湿性シートは、例えばポリエチ
レンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填材を溶融混練してシートを形成
した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートを用いること
ができる。液不透過性シート１の単位面積あたりの重量は１３～４０ｇ／ｍ2であるのが
好ましく、厚みは０．０１～０．１ｍｍであるのが好ましい。
【００３６】
　（外装不織布）
　おむつ外面を布のような外観、肌触りとするために、液不透過性シート１の裏面全体は
外装不織布１２で覆われており、外装不織布１２の外周縁はおむつの外周縁まで及んでい
る。外装不織布１２としては各種の不織布を用いることができるが、スパンボンド不織布
が好適である。外装不織布１２は、おむつの全体にわたり設けられていることが望ましい
が、ターゲット部６の周囲にわたり延びている限り、例えば腹側部分Ｆのみとすることも
できる。
【００３７】
　（トップシート）
　トップシート２としては、有孔又は無孔の不織布や穴あきプラスチックシートなどが用
いられる。不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレン又はポリプロピレン等のオ
レフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の
再生繊維、綿等の天然繊維を用いることができる。また、不織布の加工方法としては、ス
パンレース法、スパンボンド法、ＳＭＳ法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニー
ドルパンチ法、エアスルー法、ポイントボンド法等の公知の方法を用いることができる。
トップシート２に用いる不織布の繊維目付けは１５～３０ｇ／ｍ2であるのが好ましく、
厚みは０．０５～１ｍｍであるのが好ましい。
【００３８】
　（立ち上がりギャザー）
　図３～図５にも示されるように、物品内面の両側部（図示形態ではトップシート２の側
縁部表面からその側方に延在する液不透過性シート１の表面）には、立ち上がりギャザー
４を構成するギャザーシート４ｓの幅方向ＷＤの外側の付根部分４ｘが前後方向ＬＤの全
体にわたり貼り付けられている。ギャザーシート４ｓは、各種不織布（スパンボンド不織
布が好適である）の他、液不透過性シートに用いられるものと同様のプラスチックフィル
ム、又はこれらの積層シートを用いることができるが、肌への感触性の点で、撥水処理を
施した不織布が好適である。ギャザーシート４ｓの幅方向ＷＤの中央側の突出部分４ｃは
、前後方向ＬＤの両端部では倒伏状態で物品内面（図示形態ではトップシート２表面）に
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ホットメルト接着剤等の手段により固着され、倒伏部分とされているが、これらの間の中
間部は非固定の自由部分となっており、この自由部分の先端部等（展開状態における幅方
向ＷＤの中央側の端部）には、細長状のギャザー弾性部材４Ｇが前後方向ＬＤに沿って伸
張した状態でホットメルト接着剤等により固定されている。このギャザー弾性部材４Ｇは
図示例では所定の間隔を空けて複数本設けられているが、一本でも良い。ギャザー弾性部
材４Ｇ（他の細長状弾性部材も同様）としては、糸状、紐状、帯状等に形成された天然ゴ
ム又は合成ゴムを用いることができる。この自由部分は、ギャザー弾性部材４Ｇの収縮力
が作用する結果、図４に示されるように、物品内面（図示形態ではトップシート２表面）
に対して起立する立ち上がりギャザーを構成する。この起立部分の基端４ｂは立ち上がり
ギャザー４における幅方向ＷＤの外側の付根部分４ｘと内側の突出部分４ｃとの境に位置
する。
【００３９】
　使い捨ておむつの前後方向ＬＤの両端部では、液不透過性シート１、外装不織布１２、
トップシート２及びギャザーシート４ｓが吸収体３の前後端よりも前後両側にそれぞれ延
在され、吸収体３の存在しないエンドフラップ部ＥＦが形成されている。一方、使い捨て
おむつの左右両側部では、液不透過性シート１、外装不織布１２、トップシート２及びギ
ャザーシート４ｓが吸収体３の側縁よりも側方にそれぞれ延在され、吸収体３の存在しな
いサイドフラップ部ＳＦが形成されている。サイドフラップ部ＳＦのうち腹側部分Ｆのウ
エスト側部分及び背側部分Ｂのウエスト側部分にそれぞれ位置する部分は、それらの間の
中間部分よりも側方に延出されており、これらの部分が、おむつの胴周り部分となり、中
間部分が脚周り包囲部分ＬＨとなり、その両側縁が脚開口の縁Ｌｅとなる。
【００４０】
　（平面ギャザー）
　サイドフラップ部ＳＦの前後方向ＬＤの中間部には、液不透過性シート１と外装不織布
１２との間に細長状のサイド弾性部材７が前後方向ＬＤに沿って伸張状態でホットメルト
接着剤等により固定されており、このサイド弾性部材７の収縮によりサイドフラップ部Ｓ
Ｆにはいわゆる平面ギャザーが形成されている。この平面ギャザーにより、おむつの側部
が弾性伸縮して脚周りにフィットするようになる。
【００４１】
　サイド弾性部材７の本数は適宜定めることができるが、１～１０本程度、より好ましく
は３～８本程度が適当であり、複数本とする場合には、その間隔は２～１５ｍｍ程度、特
に６～１０ｍｍ程度とするのが好ましい。また、各サイド弾性部材７としては、糸状、紐
状、帯状等に形成された天然ゴム又は合成ゴムを用いることができ、太さとしては５００
～１５００ｄｔｅｘ程度、天然ゴムの場合０．１～３ｍｍ程度、特に０．５～３ｍｍ程度
が好ましい。また、各サイド弾性部材７の固定時の伸長率は１５０～２５０％程度である
のが好ましい。
【００４２】
　（ファスニングテープ）
　テープタイプ使い捨ておむつには、背側部分Ｂの両側部からそれぞれ突出するファスニ
ングテープ５が取り付けられるとともに、腹側部分Ｆにはターゲット部６が取り付けられ
ており、身体への装着に際しては、おむつ１００を身体にあてがった状態で、両側のファ
スニングテープ５を腹側部分Ｆのターゲット部６にそれぞれ連結する。
【００４３】
　図示例のファスニングテープ５は、背側部分Ｂのウエスト側サイドフラップ部ＳＦにお
けるシート間にホットメルト接着剤等の手段により固定された固定部５ｆと、サイドフラ
ップ部ＳＦの側縁のシート間から幅方向ＷＤの外側に突出する突出部５ｅとを有しており
、この突出部５ｅは先端部５ｐと、この先端部５ｐよりも基端側の本体部５ｂとを有して
いる。ファスニングテープ５の先端部５ｐの内面側（トップシート２側）には、ターゲッ
ト部６との連結のための固定部として、表面にフック状突起を多数有するフック材（メカ
ニカルファスナー（面ファスナー）の雄材）９がそれぞれ取り付けられている。ファスニ
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ングテープ５としては、他の公知の構造を採用することもできる。
【００４４】
　また、図２に示されるファスニングテープ５には、上下方向中間部における幅方向ＷＤ
の外側縁から本体部５ｂ内まで幅方向ＷＤに沿うミシン目１０が設けられており、このミ
シン目１０を切り離すことにより、図６に示すように各々が固定部、本体部、先端部及び
固定部を備えた上段部５Ｗ及び下段部５Ｕに分離することができるものである。ミシン目
１０に代えて、予め切断等により分離されていても良い。このようなファスニングテープ
５は、図６に示すように、上段部５Ｗと下段部５Ｕとを交差させた状態で、腹側部分Ｆの
ターゲット部６に着脱自在に連結することができる。もちろん、このような上下２段分割
タイプに限られず、図７に示すように、２段分割しないタイプ等、他の公知のファスニン
グテープに応用することもできる。
【００４５】
　（ターゲット部）
　ターゲット部６は、ファスニングテープ５の着脱を確実容易にするためのものであり、
ファスニングテープ５のフック材９が着脱可能に連結される表面を有するものである。
【００４６】
　ターゲット部６の形状は特に限定されず、図示形態のように現在広く採用されている幅
方向ＷＤに長い長方形状のものの他、各辺を波状等に切断した略長方形状のもの、幅方向
ＷＤに長い楕円形状とすることもできる。ファスニングテープ５を縦方向に複数有する形
態や、ファスニングテープ５に連結される突出部分を独立して縦方向に複数有する形態等
の場合、ターゲット部６を縦方向に複数設けることもできる。
【００４７】
　ターゲット部６の幅方向寸法は特に限定されないが、腹側部分Ｆ外面に固定される幅方
向ＷＤの中央部は、製品幅Ｘ（ファスニングテープ５を除く部分。以下同じ。）の３０～
７０％程度とすることが望ましい。
【００４８】
　特徴的には、図８～図１３に示す例のターゲット部６は、不織布６０とパイル繊維糸６
１によるパイルとを有する複合体６２からなる。具体的には、不織布６０を下地としてパ
イル繊維糸を編み込み、少なくとも外面にループパイル繊維糸６１ａを形成してある。パ
イルは、パイル繊維糸６１によって、例えば径方向（横方向：図８及び図９の横方向）に
連続して編み物として編成されている。
【００４９】
　そして、図８及び図１２に示すように、不織布６０の外面、すなわち使い捨ておむつの
外面側には、ループパイル繊維糸６１ａが緯径方向に間隔を置いて張り出して形成されて
いる。不織布６０の裏側（着用者側）には、パイル繊維糸６１が相互に組み合わされ、パ
イル繊維径糸の交差部列６１ｂが形成されている。
【００５０】
　なお、図面について補足説明すると、図８は複合体６２の外面におけるループパイル繊
維糸６１ａの列を図示しており、裏面の編組みは図示されていない。図１０は実物例を撮
影した写真を示している。図９は複合体６２の裏面における径糸の交差部列６１ｂを図示
しており、外面のループパイル繊維糸６１ａは図示されていない。図１１は実物例を撮影
した写真を示している。
【００５１】
　このように、ターゲット部６として、不織布６０を下地とし少なくとも外面にループパ
イル繊維糸６１ａを織り出した複合体６２を使用した場合、フィルムを使用したターゲッ
ト部に比べ、腹側部分Ｆの柔軟性及び通気性に富むものでありながら、ループパイル繊維
糸６１ａがフック材９の連結機能を担うため単なる不織布６０の繊維にフック材９を絡め
るのと異なり強固な連結が可能となる。また、フィルムを使用したターゲット部に比べ、
テープを剥がす際の音を軽減することもできる。そして、腹側部分Ｆの外側を形成する外
装不織布１２と、不織布６０を下地として少なくとも外面にループパイル繊維糸６１ａを
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織り出した複合体６２とは、全体として不織布様である点で共通するから、製品の購入者
及び使用者にとって親和感を与え、製品全体に高級感を与えるものとなる。
【００５２】
　また、パイル編みしたシートのみでターゲット部６を形成するのではなく、ターゲット
部６は、不織布６０を下地とし少なくとも外面にループパイル繊維糸を織り出した複合体
６２であるから、不織布６０によるシート状下地が、裏面側に編み出されたパイル繊維の
抜け止め用アンカーとなるので、ファスニングテープと係合させたときにおいて抜け止め
が図られ、高い連結力を示すものとなる。
【００５３】
　複合体６２は、ターゲット部６として、腹側部分の外側を形成する外装不織布１２に、
ホットメルト接着剤や熱融着などによって固定される。この場合、複合体６２は、その裏
面全体において、ホットメルト接着剤６４により外装不織布１２に固定されていると、複
合体６２と外装不織布１２との接合強度は大きいものとなる。
【００５４】
　複合体６２と外装不織布１２とのホットメルト接着剤６４による固定は、例えば次のよ
うに部分的な形態とするのも好ましい。
　（ａ）図１２に示すように、径糸群の隣接する径糸の交差部列６１ｂに沿い、かつ交差
部列６１ｂ，６１ｂ間は固定領域が存在しない形態。
　（ｂ）径糸群の隣接する径糸の交差部列６１ｂに沿う領域のホットメルト接着剤量が多
く、かつ交差部列６１ｂ，６１ｂ間の領域のホットメルト接着剤量が少ない形態。
　これらの部分的な固定形態では、ホットメルト接着剤６４による固定領域又は塗布量が
多い領域以外において通気性が良好となるので、ターゲット部６の裏側に位置する外装不
織布１２の通気性とあいまって、全体としての通気性に優れたものとなる。また、径糸群
の隣接する径糸の交差部列６１ｂをホットメルト接着剤６４による固定領域とすると、径
糸の交差部列６１ｂに位置するパイル繊維糸が下地を構成する不織布６０からの抜け止め
を図ることの利点も併せて得ることができる。
【００５５】
　複合体６２の外装不織布１２への固定形態は、ホットメルト接着剤６４によるもののほ
か、図１３に示すように、不織布６０下地の少なくとも裏面側に縫い出されたパイル繊維
糸６１（実施の形態では径糸の交差部列６１ｂ）が、外装不織布１２に熱融着状態で固定
されている形態であってもよい。符合６５は熱融着部を示す。この場合、熱融着部分を全
体とするのは、剛性が高くなるので、径糸の交差部列６１ｂに沿う部分のみなどの部分的
な固定（接合）形態とするのが望ましい。
【００５６】
　複合体６２を形成する不織布の材料に関し必ずしも限定されないが、既に説明したもの
を使用できる。すなわち、不織布を構成する素材繊維としては、ポリエチレンまたはポリ
プロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨ
ンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維を用いることができる。また、不織布の加工
方法としては、スパンレース法、スパンボンド法、ＳＭＳ法、サーマルボンド法、メルト
ブローン法、ニードルパンチ法、エアスルー法、ポイントボンド法等の公知の方法を用い
ることができる。複合体６２を形成する不織布は、外装不織布１２と異なると複合体６２
の存在が目立つようになる点で好ましく、外装不織布１２と同じであると外装不織布１２
との親和性に優れる点で好ましい。
【００５７】
　不織布６０の繊維目付けは１５～３０ｇ／ｍ2であるのが好ましく、厚みは０．０５～
１ｍｍであるのが好ましい。
【００５８】
　下地としての不織布６０は一枚であるのが好ましいが、必要により積層した不織布を使
用することもできる。
【００５９】
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　またパイル繊維糸６１の編物としては、緯パイル織や、経パイル織などが挙げられ、そ
の他に紗織や絽織などのからみ織物、ドビー織やジャガード織などの紋織物などを挙げる
ことができる。
【００６０】
　ターゲット部６の通気性が高すぎると、空気吸引による保持性が低下するため、ターゲ
ット部６のＪＩＳ　Ｌ１９１３：２０１０「ガーレ形法」による通気性が０．２０～０．
７０ｓｅｃ、特に０．３５～０．５０ｓｅｃとなっていることが好ましい。複合体６２か
らなるターゲット部６は、フック材９の連結機能をループパイル繊維糸６１ａが担い、空
気吸引による保持性を下地の不織布６０が担うこととなるため、相反する特性を両立でき
る。なお、通気性が０．２ｓｅｃ未満になると、フィルムを使用したターゲット部と同じ
条件では空気吸引による保持性が不十分となる。また、通気性が０．７ｓｅｃを超えると
、フィルムを使用したターゲット部と比べて、通気性の向上が乏しいものとなる。
【００６１】
　ターゲット部６の通気性は、下地により調整することができる。例えば、複合体６２の
下地として製造時のエンボス（熱圧着部）の面積率が５０～８０％（特に６０～７０％）
のスパンボンド不織布を用いると、複合体６２の通気性を簡単に上記範囲に低下させるこ
とができるとともに、不織布６０使用量を少なくすることができたるため、製造コストを
低減できる。また、メルトブローン不織布は緻密で通気性が低いため、目付けが３～２０
ｇ／ｍ2程度、特に５～１５ｇ／ｍ2のメルトブローン不織布を複合体６２の下地とするこ
ともできる。ただし、メルトブローン不織布を単独で用いると強度が不足する。このため
、一つの好ましい形態は、ターゲット部６の下地として、目付けが３～２０ｇ／ｍ2、特
に５～１５ｇ／ｍ2の一層又は複数層のメルトブローン層を、スパンボンド不織布層で挟
んだ不織布（ＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等）を用いることである。すなわち、ターゲ
ット部６の下地としては、種々の不織布６０を用いることができるが、十分な目付けのメ
ルトブローン層を含む不織布６０を用いることで、ターゲット部６を一枚の下地とループ
パイル繊維糸６１ａだけで形成できるため、ターゲット部６の一体性が高いものとなると
ともに、製造時に複数層の不織布６０を貼り合わせる必要がないため、製造容易性が高い
ものとなる。
【００６２】
　他の好ましい形態は、図１４に示す例のように、複数枚の不織布６０ａ，６０ｂを重ね
て下地の通気性を落とすことである。この場合、一枚の不織布（例えば６０ｂ）のみ通気
性が低い不織布（例えば前述のメルトブローン不織布）を用いてもよいが、下地の一体性
を重視する場合、同じ不織布を重ねるのも好ましい。複数枚の不織布６０ａ，６０ｂを重
ねてターゲット部６の下地とする場合、不織布６０同士を接合する必要がある。この場合
、図１４（ｂ）に示すように、不織布６０ａ，６０ｂ同士をホットメルト接着剤などの接
着剤６６で貼り合わせる、又は超音波シール等により溶着することも考えられるが、これ
らの接合方法は柔軟性及び通気性が低下する。そこで、図１４（ａ）に示すように、複数
枚の不織布６０ａ，６０ｂを重ねて複合体６２の下地とするとともに、すべての不織布６
０ａ，６０ｂをループパイル繊維糸６１ａにより縫い付けるのも好ましい。これにより、
接着剤６６や溶着を用いなくてもよく、また、補助的に用いるとしてもその使用を低減す
ることができるため、柔軟性及び通気性の低下を抑制することができる。
【００６３】
　別の好ましい形態は、図１５に示す例のように、ターゲット部６の下地として、一枚又
は複数枚の不織布６０及びその裏側に積層されたクレープ紙６０ｃを用い、通気性を上記
範囲内とするものである。図示しないが、複数枚の不織布及びその不織布の間に積層され
たクレープ紙をターゲット部６の下地としても同様である。クレープ紙６０ｃは、印刷適
性に優れるため、これにフック材９の連結位置を示す目盛表示、標章等のデザインを印刷
することで、外面からデザインを鮮明に視認することができる。クレープ紙６０ｃとして
は、例えば、ＪＩＳ　Ｐ　８１１７：２００９のガーレー試験機法によるＩＳＯ透気度が
１２０～２１５μｍ／（Ｐａ・Ｓ）のものを好適に用いることができる。また、クレープ
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紙６０ｃとしては、厚み０．０１～０．１μｍ、目付け１０～３０ｇ／ｍ2、クレープ率
１０～２５％のものを好適に用いることができる。
【００６４】
　この場合、図１５（ｂ）に示すように、不織布６０及びクレープ紙６０ｃをホットメル
ト接着剤などの接着剤６７で貼り合わせる、又は超音波シール等により溶着することも考
えられるが、これらの接合方法は柔軟性及び通気性が低下する。そこで、図１５（ａ）に
示すように、不織布６０及びクレープ紙６０ｃを重ねて複合体６２の下地とするとともに
、すべての不織布６０及びクレープ紙６０ｃをループパイル繊維糸６１ａにより縫い付け
るのも好ましい。これにより、接着剤６７や溶着を用いなくてもよく、また、補助的に用
いるとしてもその使用を低減することができるため、柔軟性及び通気性の低下を抑制する
ことができる。
【００６５】
　なお、ターゲット部６の下地にクレープ紙６０ｃを含むと、ループパイル繊維糸６１ａ
を通す際にクレープ紙６０ｃに針穴が形成されるため、針穴が大きすぎたり多過ぎたりす
ると、クレープ紙６０ｃによる通気性の低下効果が不十分となるおそれがある。よって、
クレープ紙６０ｃにおけるループパイル繊維糸６１ａの通過孔は、面積が０．０２～０．
４５ｍｍ2、かつ面積率が０．１～１５％であることが好ましい。なお、通過孔の面積は
、通過孔の内径が厚み方向に変化する場合には、内径が最小となる部分の面積を意味する
。
【００６６】
　＜明細書中の用語の説明＞
　明細書中の以下の用語は、明細書中に特に記載が無い限り、以下の意味を有するもので
ある。
　・「面積率」とは単位面積に占める対象部分の割合を意味し、対象領域（例えば不織布
全体）における対象部分（例えば熱圧着部）の総和面積を当該対象領域の面積で除して百
分率で表すものである。対象部分が間隔を空けて多数設けられる形態では、対象部分が１
０個以上含まれるような大きさに対象領域を設定して、面積率を求めることが望ましい。
　・「伸長率」は、自然長を１００％としたときの値を意味する。
　・「目付け」は次のようにして測定されるものである。試料又は試験片を予備乾燥した
後、標準状態（試験場所は、温度２３±１℃、相対湿度５０±２％）の試験室又は装置内
に放置し、恒量になった状態にする。予備乾燥は、試料又は試験片を温度１００℃の環境
で恒量にすることをいう。なお、公定水分率が０．０％の繊維については、予備乾燥を行
わなくてもよい。恒量になった状態の試験片から、試料採取用の型板(１００ｍｍ×１０
０ｍｍ)を使用し、１００ｍｍ×１００ｍｍの寸法の試料を切り取る。試料の重量を測定
し、１００倍して１平米あたりの重さを算出し、目付けとする。
　・吸収体の「厚み」は、株式会社尾崎製作所の厚み測定器（ピーコック、ダイヤルシッ
クネスゲージ大型タイプ、型式Ｊ－Ｂ（測定範囲０～３５ｍｍ）又は型式Ｋ－４（測定範
囲０～５０ｍｍ））を用い、試料と厚み測定器を水平にして、測定する。
　・上記以外の「厚み」は、自動厚み測定器（ＫＥＳ－Ｇ５　ハンディ圧縮計測プログラ
ム）を用い、荷重：０．０９８Ｎ／ｃｍ2、及び加圧面積：２ｃｍ2の条件下で自動測定す
る。
　・「クレープ率」とは、（（ヤンキードライヤーの周速）－（巻き取りリールの周速）
）／（ヤンキードライヤーの周速）×１００（％）で算出される値である。
　・「展開状態」とは、収縮や弛み無く平坦に展開した状態を意味する。
　・各部の寸法は、特に記載が無い限り、自然長状態ではなく展開状態における寸法を意
味する。
　・試験や測定における環境条件についての記載が無い場合、その試験や測定は、標準状
態（試験場所は、温度２３±１℃、相対湿度５０±２％）の試験室又は装置内で行うもの
とする。
【産業上の利用可能性】
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【００６７】
　本発明は、上記例のようにテープタイプ使い捨ておむつに利用できるものである。
【符号の説明】
【００６８】
　１…液不透過性シート、２…トップシート、３…吸収体、４…立ち上がりギャザー、４
ｆ…自由部分、４ｅ…倒伏部分、５…ファスニングテープ、６…ターゲット部、９…フッ
ク材、１０…ミシン目、１２…外装不織布、Ｆ…腹側部分、Ｂ…背側部分、６０，６０ａ
，６０ｂ…不織布、６１…パイル繊維糸、６１ａ…ループパイル繊維糸、６１ｂ…交差部
列、６２…複合体、ＬＤ…前後方向、６０ｃ…クレープ紙。
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